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新庄河川事務所 鮭川出張所

水生生物調査実施しました！
６/２６日に真室川小学校の４年生の児童のみなさんと金山川で、７/１８日に鮭川小学校４年生の児童のみな
さんと鮭川で水生生物調査を行いました。

川にどんな生きものがすんでいるかを調べることで、その川がきれいなのか、または汚れているのかがわかり
ます。今回の調査ではきれいな水にすむヒラタカゲロウ類等の生きものがたくさん見つかり、どちらの川もきれ
いな水という事がわかりました。
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★「みずおと」をご覧になっての感想やご意見をお寄せ下さい。
★工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。

国土交通省では地域のみなさんに河川愛護・水質
保全への関心を高めていただくことを目的に、毎年
７月を河川愛護月間と定めています。

川に行く時は
かならず大人と
いっしょに行くこと。
こどもだけで行って
はいけません。

河川敷の利用が増える夏休み前に、地域のみなさん
が安全に利用できるよう、国、県、警察、消防、関
係自治体、河川愛護モニターのみなさんと危険な箇
所はないか点検を行いました。
点検の結果、危険な箇所があれば補修を行い、みな
さんが安全に利用できるようにつとめております。

６月１８日、７月１７日の２日間、鮭川出張所管内の重要
水防箇所合同巡視を行いました。国、県、関係市町村(金
山町・真室川町・鮭川村・戸沢村)、警察、消防、地元水
防団と毎年行っているもので、洪水時に特に注意が必要な
箇所の巡視を合同で行うことで、実際に堤防等の監視、巡
視、水防活動を行う際に適切な行動をとれるよう、認識の
共有をはかりました。

７月１０日、真室川小学校にて河川愛護モニ
ター委嘱式を行いました。河川愛護モニターの
活動では川について気づいた事、疑問に思った
事を月に一度報告してもらいます。
１年間よろしくお願いします。
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